
香港政府、グローバル・ミニマム課税（GMT）・香港ミニマムトップアップ税
（HKMTT）の法案に関する懸念意見の大半に前向きに対応

立法会・法案審議委員会による法案修正1（以下、「CSA」）により、以下の（vii）を除き、当該法案2への主
な懸念意見について、以下の通り対応します。

(i) 一般的租税回避防止規定（以下、「GAAR」）としての主要目的テスト（以下、「MPT」）は、その適用
には追加的なセーフガードを設け、内国歳入法（以下、「IRO」）のセクション61Aの唯一または主要な
目的テストに変更されます。

(ii) 一定の状況における税務調査の期限については実質無期限でしたが、法案修正により、脱税事案
以外の場合は8年、脱税事案の場合は12年となります。

(iii) IROのセクション70Aにおける誤りや脱漏、またはセクション79に基づくその他の状況により、過大に
納付されたトップアップ税の還付に係る査定の再開期限が8年に延長されることとなります。

(iv) GMT/HKMTTの対象事業体、またはそのサービス・プロバイダーの責任者である取締役・役員の
税務申告義務違反に関する個人責任を定めた規定を削除することとします。

(v) GMT/HKMTTに関する保存すべき業務記録が12年から9年に短縮されます。

(vi) グループ会社間のトップアップ課税の還付に対する課税中立効果が、全ての種類のトップアップ課
税にまで拡大され、所得合算ルールに基づいて支払われた税金も還付の対象となります。

(vii) HKMTT対象事業体は、HKMTTの現地会計基準ルールに従って財務諸表を作成している場合、
当該現地会計基準に基づく財務諸表をもとに事業所得税申告を行うことが法的に義務付けられます。

(viii)香港では、配当金などの同一の所得が香港でも課税対象となる場合、海外で支払われた適格国内
ミニマム・トップアップ税（以下、「QDMTT」）について、一般的に税額控除が認められています。また、
納付したQDMTTは適格類似税として扱われますが、国外源泉所得非課税制度の下で「課税対象」
条件における適用税率の算定には含まれません。

(ix) 対象多国籍企業（以下、「MNE」）グループは、2025/26年度より事業所得税申告の電子申告が
義務付けられます。

法案の修正または本稿の説明に関してご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。

1. 政府側の返答およびCSA案は下記のリンクからアクセスできます。
https://www.legco.gov.hk/yr2025/english/bc/bc101/papers/bc101cb3-487-1-e.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr2025/english/bc/bc101/papers/bc101cb3-567-1-e.pdf

2. 2024年度内国歳入法（多国籍企業グループに対する最低課税）修正法案は下記のリンクからアクセスできます。
https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/bills/b202412271.pdf
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GAARとして主要目的テストを「唯一または主要な目的」テストに置き換える

一部の利害関係者は、法案に定められるGAARとしてのMPTを代替案無しに削除すべきだと強く主張しましたが、香港政府は
これを採用していません。彼らのこの主張を支持する事例として、オーストラリアとシンガポールのGMTとQDMTTの法律には
GAARを導入していないことが挙げられていました。

しかし、香港政府は、GMT・QDMTTを施行している国・地域は、経済協力開発機構（以下、「OECD」）が公表したグローバル
税源浸食防止（以下、「GloBE」）モデルルールとの整合性を損なう可能性のある取決めについて、現地の法律でどのように
対処しているかを説明する必要があると指摘しました。

その結果、香港政府は、GMT・HKMTT税制の保護を目的として、OECDが公表したルールに関するコメンタリーや実務ガイダンス
などのGloBEモデルルールと相反した結果となることを防ぐために、GAARを法律に反映する必要があると判断しました。

香港政府はまた、GAARが、OECDによって回避または濫用の懸念が生じると指定された取決めにのみ適用されると法律に
明記する代わりに、セクション61Aに一定の修正を加えて、唯一または主要な目的テストを改訂GAAR案として採用したことに
関する正当性を主張しました。

これは、OECDがGloBEルールとの整合性を損なう可能性のある特定の取決めのリストをまだ公表しておらず、そのようなリスト
が網羅的である可能性は低いことを根拠としています。

一方で、香港政府は、内国歳入局（以下、「IRD」）が今後、修正GAAR案の適用に関するガイダンスを公表する方針であること
を示しました。当該ガイダンスには、2021年11月30日以前に行われた取引については、一般的に、GMT・HKMTT税制の下で
税制上の便益を得ることを唯一または主要な目的とするものとは見なされないことが明確化される予定です。

また、GMT・HKMTT税制におけるセクション61Aの適用に際し、IRDは、GloBEモデルルール、コメンタリー、実務ガイダンスと
相反していると考えられる取決めについて、OECDのガイダンスが存在する場合にはこれを参照することとします。このOECD
ガイダンスの参照は、修正GAAR案に組み込まれた追加的なセーフガードとして機能します。

脱税事案以外の場合におけるトップアップ課税査定の期間を8年に制限

法案では、トップアップ課税査定の期限については、（i）事業年度末、または（ii）税務査定官が未申告または過少申告の事実を
認識した時点のいずれか遅い方から起算して6年間となります。

ただし、過年度の未申告または過少申告の事実は、当該年度末からかなりの期間が経過した後に税務調査官が把握することも
あり得るため、利害関係者からは、上記（ii）に定める課税査定の期限があまりにも不明確かつ無期限であり、査定の確定に明
確な期限が設定されていないことから、納税者に大きな不確実性をもたらすとの指摘がなされていました。

これを受けて、香港政府は、トップアップ課税査定の期限を、脱税事案以外の場合は事業年度終了後8年、脱税事案の場合は
12年とするよう法案修正を行いました。

トップアップ課税査定の期限が、IRO上の既存税目に係る課税査定の期限と比較して2年長く設定されているのは、香港の
GloBE情報申告書（以下、「GIR」）、トップアップ税申告書の提出期限が、IROに基づく他の税目の申告期限と比べて相当遅くなる
ことを考慮したものです。

それに伴い、香港政府は、IROのセクション70Aにおける誤りや脱漏、またはセクション79に基づくその他の状況により、過大
トップアップ税額の還付に係る課税査定の再開期限も、6年から8年に2年延長する法案修正を提案しています。

責任者である取締役・役員に課せられた個人的責任の撤廃

利害関係者は、GMT/HKMTT対象事業体およびそのサービス・プロバイダーの取締役や役員に対し、一定の税務申告義務を

怠ったことによる個人責任を課すべきでないと提案しました。このような罰則は国際規範に反し、そのような職務に就くことを
躊躇させる可能性があると主張しました。

政府は、このような懸念に対処するために、個人責任を課すことになる当該法案のセクション80Qを撤回しました。
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HKMTT目的での現地会計基準の採用

本法案では、香港構成事業体のHKMTTの算定において、財務諸表が現地会計基準に従って作成され、かつ特定の条件を
満たす場合、財務会計上の当期純損益を現地会計基準（HKFRSまたはIFRS）に準拠して算定することが求められています。
特定の条件とは、当該財務諸表が（a）香港における納税義務の決定、または香港におけるその他の法的コンプライアンスに
より作成が要請されている場合、または（b）外部監査の対象となっている場合のいずれかを指します。

しかし、香港の法律では、香港に支店を構える外国法人に対し、香港での税務申告目的も含め、HKFRSまたはIFRSに基づいて
会計帳簿の作成を義務付けてはいません。

当該香港構成事業体がHKFRSまたはIFRSではなく、特定の現地会計基準に基づいて会計帳簿を作成していたとしても、
HKMTTのために当該会計帳簿の活用を希望するためには、外部監査を受ける必要があります。

香港政府は、当該会計帳簿が外部監査の対象となるというコンプライアンス負担を軽減するために、対象MNEグループに対し、
2025/26年度の事業所得税申告から新たな制度を導入します。

具体的には、対象MNEグループの香港構成事業体が、特定の現地会計基準に従って会計帳簿を作成している場合、内国
歳入委員会の承認を前提に、当該現地会計基準に基づく財務諸表を添付の上、事業所得税申告を行うという制度です。

この要件は、現地会計基準への準拠を円滑に進められるとともに、構成事業体に柔軟性を与えます。さらに、このアプローチに
より、ほとんどの納税者が影響を受けないことが保証されると考えられます。

その他のCSA案

上記に加えて、政府は次のCSAも提案しています。

(i) 情報交換メカニズムが機能しない場合の香港構成事業体のGIR提出期限について、30日から最低でも60日に延長します。

(ii) グループの最終親会社または指定現地事業体である他の香港事業体が既に提出要件を満たしている場合、当該香港
構成事業体にはGIRの提出を求めないことを明確化しています。

(iii)法案のセクション80Rを改正し、税務違反に関する訴訟手続き開始の期限を、当該違反の発生日から8年以内に制限
します（すなわち、内国歳入局長官が違反を発見してから2年以内に訴訟手続きを開始できるとする規定は廃止）。

(iv) GloBEモデルルールの第9.3条において、国際活動の初期段階にあるMNEグループ向けの軽減措置がHKMTTにも適用
されることを明確化しています。

(v) CSAに先立ち、OECDが2024年6月および2025年1月に公表した実務ガイダンスで示されたセーフハーバーおよび
HKMTTに関する追加ガイダンスを、法案のスケジュール60およびスケジュール61に反映しています。

(vi) CSAに先立ち、OECDが2025年1月に公表した実務ガイダンスを法案のスケジュール63に反映しています。

2025/26年度から事業所得税申告書の電子提出が義務化

対象MNEグループの2025/26年度以降の事業所得税申告に関する電子申告の義務化について、その補助として政府官報に
別途告示するのではなく、法案へのCSAにおいて規定することとします。

この要件は、MNEグループが2025年1月1日以降に開始する事業年度について、GIRおよびトップアップ税の申告を電子的に
行う必要があることから、広く予想されていたものです。

なお、IRDは2025年7月にeTaxサービスポータルにて、個人所得税ポータル、事業所得税ポータル（以下、「BTP」）、税務代理人
ポータル（以下、「TRP」）という3つの相互に連携するポータルを立ち上げる予定であることも注目に値します。

これらの新しいポータルは、個人、企業、税務代理人が税務事項を閲覧・管理するための電子サービスを提供することを目的と
しています。

IRDは2025年4月22日にBTPとTRPを先行リリースし、企業や税務代理人向けのアカウントが事前登録できるようになります。
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論評

弊事務所は、政府がEYを含む利害関係者から提起された主要な懸念のほとんどに対処するために必要な修正を行ったことを
歓迎します。

政府が香港の法律にGAARを導入することにこだわる背景には、オーストラリアとシンガポールの関連法規がOECDによる
ピアレビューを通過できず、最終的には両国もGAARの導入を求められるだろうという見解があるようです。

OECDがGAARの導入を要求する場合、修正GAAR案において、その発動要件をMPTから税制上の便益を得ることが取引の
唯一または主要な目的である場合へと引き上げることは、望ましい改正といえるでしょう。

修正GAAR案は原則として遡及効果を持たせないこと、また追加的なセーフガードとして、OECDが租税回避や濫用的な取決め
と認定する範囲を超えないことを明確化したことは、極めて有意義です。

しかし、OECDが公表する予定の租税回避や濫用的な取決めのリストが網羅的なものとなるとは考えにくいため、この
セーフガードが実際にどのように機能するかは不明確です。IRDが公表するガイダンスにおいて、この点を明確にすることは
納税者にとって非常に有益でしょう。

また、利害関係者が立法会・法案委員会に提起した特定の論点について、政府が明確化したことも非常に有益です。

これらの論点には、（i）関連する税務申告義務の不履行に対して訴追または罰則措置を講じるかどうかを検討する際に、
暫定的な罰則緩和に関するOECDガイダンスを参照すること、および（ii）関係する香港以外の国・地域が初年度にGloBE
ルールを施行していない場合でも、暫定的な国別報告セーフハーバーが適用されることの明確化が含まれます。

上記およびGMT・HKMTT税制に関してご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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